
 

 

 

長崎市と大塚製薬株式会社との包括連携協定書   

 

長崎市（以下「甲」という。）と大塚製薬株式会社（以下「乙」という。）は、相互の包括的な連携を強化し、長崎市民の健康

増進に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が有する資源や機能等の効果的な活用を図りながら、幅広い分野で相互に連携・協力するこ

とで、長崎市民の健康増進に寄与することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。 

⑴ 健康維持・増進に関すること 

⑵ 熱中症予防に関すること 

⑶ スポーツ振興・青少年の育成に関すること 

⑷ 働く世代の健康づくり推進に関すること 

⑸ 災害時の支援、防災・減災に関すること 

⑹ その他本協定の目的に関すること 

 

（連携の推進） 

第３条 甲及び乙は、前条に掲げる連携事項の円滑な推進を図るため、連絡調整に関する担当部署を定める。 

２ 甲及び乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、実績を共有する。 

３ 甲及び乙は、連携・協力の効果が上がるように、継続的に協議を行う。 

 

（守秘義務） 

第４条 甲及び乙は、本協定により相手方に開示する情報等のうち、秘密である旨指定された情報（以下「秘密情報」とい

う。）について、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示し、又は第１条に定める目的以外に使用して

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。 

⑴ 相手方から開示を受ける前に既に公知がなされたもの 

⑵ 相手方から開示を受ける前に既に自ら保有していたもの 

⑶ 開示を受けた側の当事者の責によらずに公知となったもの 

⑷ 開示を受けた側の当事者が後に秘密保持の義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの 

⑸ 法令による開示を求められたもの 

⑹ 前各号に定めるもののほか、甲及び乙が協議の上、開示することが適当と認められるもの 

２ 甲及び乙は、前項の秘密情報について、善良なる管理者の注意を持って管理し、及び保管しなければならない。 

３ 前２項の規定は、本協定の有効期間終了後も、なおその効力を有するものとする。 

 

（有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とし、期間満了の日の１ヵ月前までに、甲乙のいずれからも書面によ

る申し出がない場合は、更に有効期間を１年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。 

２ 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の１ヵ月前までに書面をもって相手方に通知す

ることにより本協定を解約することができるものとする。 

  

（協定の変更） 

第６条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更できるものとする。 

 

（協定の解除） 

第７条 甲は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、包括連携協定を解除することができる。 

⑴ 乙が裏面に掲げる事業者等のいずれかに該当する場合 

⑵ 包括連携協定に基づき乙が実施する事業が裏面に掲げる連携事業等のいずれかに該当する場合 

⑶ その他甲が合理的な事情に基づき特に必要と認める場合 

２ 甲及び乙は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該協

定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災等の際の実施を目的とする場合を除く。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲及び乙が５年以上連携事業を実施できていない場合は、本協定は自動解除されるものと

する。ただし、災害等により連携事業の実施が困難となった場合を除く。 

 

（疑義の決定） 

第８条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上決定する。 

 

 

 甲及び乙は、本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各自１通を保有する。 

 

 

    令和６年５月２２日 

 

 

 

                   

 

甲 長崎県長崎市魚の町４番１号 

 長崎市長 

  

（自 署） 

 

  

乙 福岡県福岡市博多区奈良屋町 13－13 

 大塚製薬株式会社 

 ニュートラシューティカルズ事業部 九州第一支店長 

  

（自 署） 

 

 



 

 

 

第７条関連 

 

１ 実施事業者等 

⑴ 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する営業に該当する

もの又はこれに類するもの 

⑶ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成 16年法律

第 75号）第 18条第１項若しくは第 19条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされているもの 

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）第 21 条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされているもの。（会社更生法又は民事再生

法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされたものであつて、更生計画の認可が決定し、又は

再生計画の認可の決定が確定したものを除く。） 

⑸ 暴力団、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条に規定する者）

又は暴力団員事務所（長崎市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 38 号）第２条３号に規定する施設又は施設の区画）

の関与が認められるもの 

⑹ 長崎市税、法人事業税（長崎県分に限る。）、消費税及び地方消費税を滞納又は未申告であるもの 

⑺ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当するもの 

⑻ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定に基づき、市から公の施設の指定管理者に係る

業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されているもの 

⑼ 協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受け

ているもの 

⑽ 「長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けているもの 

⑾ 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの 

⑿ その他連携協定又は包括連携協定の対象としてふさわしくないもの 

 

２ 連携事業等 

⑴ 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの 

⑵ 政治的又は宗教的目的を有するもの 

⑶ 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受ける必要があるもののうち、許可を受けてい

ない役務、商品を提供するもの 

⑷ 法律に定めのない医療類似行為に係るもの 

⑸ 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの 

⑹ 事業者等の利益誘導のおそれのあるもの 

⑺ ギャンブルに係るもの（公営事業を除く。） 

⑻ その他連携事業としてふさわしくないもの 

 

  

 


